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論 文 内 容 の 要 旨

序 「視角 と課題」

本論文は 〈重層言語〉と〈国家形成〉という視角 に立って、嘉永7年(1854)か ら明治2年(1869)

に至る明治維新 の政治過程 につ いて考察す ることを課題 として いる。明治維新の歴史学的研究

は、1920年代 に革命戦 略論 として 開始 され、1960年代 まで 引き継がれたが、その主流的な見解 は、

成立 した明治国家権 力の性格 を 「絶対主義」 とと らえ、その国家 を成立 させた 「変革主体」 の

形成過程 を追求す るという視角 に立つ もので あった。本論文では、そのよ うな視 角の限界 を確

認 したうえで、 日本列 島領域 にお ける統治権力 システムの近代へ向 けた変容の動態 を、言語 に

表象 され る東 アジア固有 の認識論理 を踏 まえなが ら、国家形成の過程 として、 実証 的に考察 し

ようとす るもで ある。

第1部 「歴 史 認 識 と言 語 」

第1章 「明 治 維 新 の 史 学 史一r絶 対 主 義』 とr変 革 主 体』 一 」

〈科 学 〉で あ る こ と を標 榜 す る 明 治 維 新 の研 究 は、日本 にお い て1920年 代 に始 ま っ た。そ れ は、

1917年 ロ シア 革 命 にお いて 、 政 治 理 論 と して のマ ル クス ー レー ニ ズム の有 効 性 が 確 認 され 、 そ

の理 論 の 日本 へ の 適 用 が め ざ され た こ とを 契 機 と して い た。

そ こか ら出 発 し、1960年 代 に至 る まで 明 治 維 新研 究 の 主 流 と 目され た 、 いわ ゆ る講 座 派 系統

の 見 解 は、 そ の意 味 で 革 命 戦 略 論 と して の 制 約 を 内 包 して いた 。 本 章 で は、1920～1960年 代 の

主 要 な研 究 業績 を 、 「絶対 主 義」 と 「変 革 主体 」 をキ ー ワー ドと して、 形 成 期(1920年 代)・ 確
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立 期(1950年 代)・ 継 承 期(1960年 代).の3段 階 に区 分 し、 そ の 時 点 で の 時代 状 況 の も と に位 置

付 けな が ら整 理 した 。

論 点 と して、 明治 維 新 を 「絶 対 主 義 」 形 成 とす る議 論 は、1920～30年 代 に、 明治 維 新 をブ ル

ジ ョア革 命 と理 解 す る所 説 へ の反 論 と して、 当時 の 天皇 制 国 家 権 力 の 専 制 的性 格 を 強 調 す る立

場 か ら主 張 され た も ので あ り、歴 史 的 概 念 と して の検 討 を 経 て は い な い こ と、ま た 「変 革 主 体 」

形 成 につ いて は 、 来 るべ き革 命 へ 向 け て 実践 主 体 を確 立 させ よ う とす る志 向 を、19世 紀 半 ば の

現 実 に あて は めて 、 維 新 の 「主 体 」 を解 釈 した 結 果 で あ る こ とを 指摘 し、1960年 代 以 降 、 民 主

変 革 の課 題 の後 退 と い う時 代 状 況 の 変 化 に と もな っ て、 議 論 と して の 説得 力 を 喪 失 して 行 く も

の と した 。

第2章 「和 親 ・通 商 ・穰 夷一19世 紀 東 ア ジ ア の言 語 と して一 」

19世 紀 に西 ヨー ロ ッパ 諸 国 は 、 日本 列 島 へ接 触 の頻 度 を 強 め る 。 両者 間 の交 渉 の 過 程 は 、 い

わ ゆ る 「日本 開 国 」 に至 る過 程 と して 、従 来 も多 く研 究 の対 象 と され て きた が、 そ れ らは 、 お

お む ね 近 代(19世 紀 末 期)以 降 に成 立 した観 念 に よ って 、19世 紀 半ば の事 象 を解 釈 した もの で

あ っ た。 た とえば 、 「穰 夷 」 を実 現 不 能 で 無謀 な 外 交 方 針 と理 解 す る こ とは、 そ の 一 つ の 例 で

あ る。

これ に対 して 本 章 で は 、 和 親 ・通 商 ・擁 夷 とい っ た諸 言 語 が 、 あ くまで も19世 紀 時 点 で の 東

ア ジ ア言 語 で あ っ た こ と を踏 まえ、和親 条 約調 印(嘉 永7年 ・1854)か ら奉 勅 擁 夷 方 針 の 決 定(文

久3年 ・1863)に 至 る 歴 史 過 程 を主 な 対 象 に、 認 識 論 レベ ル で 考 察 し、 以 下 の諸 点 に つ い て 論

証 して い る 。

徳 川 将 軍 家 の 「和 親 条 約 」 調 印(1854)は 、 通 商(長 崎 で の 限 定 的 管 理 交 易)を 拒 否 し た

「海 外 夷 秋 」(西 ヨ ー ロ ッパ 諸 国)に 対 し、 いず れ 擁 夷(夷 秋 撃 穰)を 実 行 す る こ と を前 提 と

した 暫 定 的 な 融 和 措 置 で あ り、 天皇 も それ を承 認 して い た。 大 老 井伊 直 弼 に よ る 「修 好 通 商 条

約」 調 印 認 可(安 政5年 ・ユ858)も 、 そ の方 針 を踏 襲 しつ つ 「一 時 の権 道 」 と して 行 っ た もの

で あ る。 そ の経 緯:と 意 図 を、 天 皇 は 了解 し、 擁 夷 実 行 猶 予 の勅 詫 を 下 した(安 政5年12月)。

そ の 擁 夷 実 行 の 方 針 は 、 文 久2年(1862)11月 擁 夷勅 使 の 江 戸 下 向 と、 翌 年3月 将 軍 上洛 お よ

び 擁 夷奉 承 に よ っ て確 定す る が、 文 久3年8月18日 政 変 にお い て即 時 開 戦 が 回 避 され た の ち、

最 終 的 に は 慶 応 元 年(1865)10月 、 条 約勅 許 に よ っ て 撤 回 され る。 これ 以 降 、 西 ヨー ロ ッパ諸

国 は 、撃 擁 され る 可能 性 を持 つ 「海 外 夷 秋 」 か ら、 並 列 的 な対 峙 の対 象 と して の 「海 外 万 国」

に位 置 付 け 直 され る の で あ る。

第H部 「長 州毛利家の政治 的基礎構造」

第1章 「元治の 内乱 をめぐる政治状況」

文久2年(1862)後 半か ら翌年前半にかけ、破約擁夷 を唱えて政局 をリー ドした長州毛利家

勢 力は、文久3年8月18日 政変で、天皇が西 ヨー ロッパ諸国 との全面開戦を避ける方針 を採 っ

た ことを契機 に、天皇家 内部 の同調勢 力だ った三条実美 らとともに京都政界か ら追放 され た。

翌元治元 年(1864)7月 、毛利家は勢力挽回 をめざ して家老 によ る率兵上京 を決行 するが、御所

周辺 の戦闘で会津松 平 ・薩摩島津 を主 力とす る勢力 に敗れ(禁 門の変)、 領 地へ の逼塞 を余儀

な くされ る とともに、天皇か ら官位停止 を受け、大名家 として の地位 を否定 されて 「朝敵」 と

なった。 これ に続 いて将 軍は毛利家征伐 のため出兵 を実 施す るが(第1次 征長)、 毛利 家内部
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では、 この征長への対処方 針 をめ ぐって内部に政派対立が生 じ、交戦状態 に至 った。 いわゆ る

元治 の内乱であ る。

本章では、この内乱および征長出兵 について、毛利家 内部 の動 向だけでな く、出兵 に加わ り、

さ らに徳川方 総督 府 と毛利家 との周旋 に携わ った薩 摩島津 家 ・筑前黒 田家 の活 動 を視 野 に入

れ、それ らをめ ぐる政治 状況 について考察 した。主要な論点 は次 のとお りで ある。

島津家 ・黒 田家は三条 ら五卿の筑前移転を進 めるが、それは将来 的に三条 を、国 内政治統合

の 中枢 に位置付けよ うとす る構 想 に基づいた行動で あった。 また 毛利家 内部で の政庁 による、

奇兵隊以下の諸隊 に対す る鎮圧 出兵は、 五卿移転 の促進 のた め諸隊 と五卿 とを分離 させ ようと

した もので あり、諸隊討伐を意図 していなかったが、 これ に対 し諸 隊側 は一貫 して政庁か らの

「俗論党」排除 を要求 し、ついに交戦 に至った もので ある。さ らに慶応元 年(1865)5～6月 、「俗

論党」処分お よび第2次 征 長戦 に向けた実力抗戦方針 の確定 によ り、 内乱状態 は最終的 に収束

した。

第2章 「元治の内乱 と諸 隊の動向」

前章で述べた元治の内乱 において、 奇兵隊をは じめとす る諸 隊は、 とくに瀬戸 内沿岸地域 を

中心 に広 汎な活動を展 開 した。 従来 この諸隊の動 向は、諸隊 と庄屋 ・村落指導者層 との提携成

立 によ り、 「変革 主体」 として の 「討幕派」形成 を意 味す るもの と評価 され る傾向が強か った

が、本章では主 に未公 刊1次 史料 に基づきなが ら、 このよ うな説 に再検 討を加 え、次 の諸点 を

明 らか にした。

政庁側 と交戦状態 に入 った直後 の元治2年(1865)正 月、諸隊は 小郡宰判勘場(代 官所)を

包囲 し、活動資金 として代 官か ら公金 を借用 した。 またそ の後 に諸 隊か ら庄屋 ・一般農 民に対

す る借銀や人馬 ・物資 の徴 発な どが行 われるが、それ らは、諸 隊に協調 的な代官見習か らの庄

屋 中に対する指令に基 づいた行 動である。すなわ ち諸隊 は、勘場以下 の村落行政機構 を武 力を
ひ

背景 に掌握 している のであ り、そ こに生 じている のは宰判全体 の武 力 占領 と言 うべ き事態で

あ った。諸隊は、同様 な行 動 を瀬戸内沿岸一帯に拡大 して行 き、 さ らに要地 を 占拠 して、政庁

の ある萩 と領内各地 との交 通路 を遮断 した。諸隊は大 名家臣団か ら切 り離 され た有志 の軍事組

織 として、遊軍的な機 動力を発揮 し、領内東南部一帯 に組織体 としての網 の 目を広げ、 毛利 家

最上層部 に権 力体系の麻痺 を実感 させた。そのために毛利家 としても、 内乱 の収束 に向けた過

程 で諸隊の行 動 を追認 し、 諸隊の存続 を確定せざるを得 なか ったのである。

第3章 「慶応期 の諸隊組織 と毛利 家内部体制」

奇兵隊以下の諸隊は、元治 の内乱 を経て、 みずか らを毛利家 内部 に定着 させた。諸隊 は、大

名家 臣団 とは本来的に組織原 理が異なる団体であ り、そ の意 味か らすれば、 毛利 家は内部 に異

分 子的存在 を抱え込 んだ とも言 える。 その反面で、諸 隊は19世 紀 半ば の軍事技術 に即応 した組

織 という点 で、有効 な軍事 力で あった。本章で は、毛利家が 第2次 征長戦 を予 想す るなかで、

諸隊 をどのよ うに内部 に組み込んで いったか、 という観点か ら内乱後 の慶応期(1865～67)を

通 じた諸隊組織 のあ り方 について、 毛利家内部体制 との関連 に留意 しつつ検討 し、次 のような

諸点 を明 らかに した。

諸 隊の編制 について見る と、諸 隊は、 各隊内で区分 された 小規模 の隊 ご とに、1人 の指揮官

と複数の兵卒で構成 され、 その限 りで近代的軍事組織 と して の特徴 を持 ち、 また運営 は政庁 の
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意向 に反 して、結果的 に隊 内で の裁量 に委ね られていたが、諸入費 ・兵器 の供給お よび隊士管

理等 の面で は毛利家 の体制 に依存 して いた。諸隊全体 に関わ る組織体 系 として、諸隊は各隊個

別 に政庁 の直接統制下 に置かれて いた。 この関係は戦時(第2次 征長戦)の 指揮系統 にお いて

も変わ らな いが、戦時 に諸隊は各方面で実質的に指揮中枢化 し、配備諸兵はその指揮下 に置か

れた。諸隊は軍事組織 として の有効性 を実戦の場で証明 したが、毛利家政庁は、身分制 ・知行

制体系か らはずれた組織であ る諸隊 を完全 には掌握 できず 、その意味で諸隊は、体制 にとって

矛盾 を引き起 こす存在 とな ってゆ くので ある。

第 皿部 「大名合議構想 の展開」

第1章 「征長 と将軍進発」

慶応2年(1866)6～8月 、第2次 征長戦争での敗 戦が将軍:にとって権威の最 終的な失墜 を招

く結果になった ことは、 すでに多 く指摘 されている。そ の征長 の発端は、慶応元 年4月 の将 軍

進 発令(い わゆ る長州再 征令)だ が、 この時点でそれが発令 され た経緯等については、 これ ま

で の研究 で も明 らかにされていなか った。 本章で は、元治 元年(1864)7月 か ら進発令発令 に至

るまでの経 過を、 圭に徳 川家側 内部 の動きに焦点 を当てて 明 らか に した。

将軍進発 は禁門の変(元 治元 年7月)直 後か ら、禁裏守衛総督 一橋慶喜 ・京都守護職会津容

保 ・京都所 司代桑 名定敬 か ら、長州征 討に活 力を与 えるものと して要 請されて いたが、彼 らと

認識 を異 にする老 中は、そ の要請 に応 じよう とせず、む しろ一会桑 の江戸呼び戻 しを策 した。

この間に京都 では征長総督尾張慶勝 らによ り、第1次 征長終 了(元 治元年!2月)後 の長州処分

について、諸侯協議で検討す る ことが構想 され、会津容保 らは これ に対抗す る措置 として将軍

上洛 を要請 し続 けた。 これ に応 じて元治2年3月18日(4月7日 慶応 改元1865)、 将軍は上坂

予定 を江戸 にお いて触れ たが、 これ に先立 つ3月14日 京都 で天皇 か ら将軍 にあて 「永世不 朽之

国是熟評」 のため上洛 を命ず る勅書が宣達 されていた(こ の情報 が江戸 に到着す るのは3月18

日以降)。 将軍 はこれ を受 け、4月19日(4月7日 慶応改元)に 至 り、長州 「御征伐」のため5

月16日 を期 して 「御進発」す ることを公式 に布令 した。 期 日どお り進発 した将軍家茂は、 閏5

月22日 入京参 内、翌 日下坂 して大坂城 に入る。そ こに至 る経過 を踏 まえるな らば、進 発の実態

は上坂であ り、政治的な意味 に空間認識 を加えて言 えば、将軍 ・老 中以下徳 川家中枢部 の大坂

駐屯 と評価すべき事態 であった。

第2章 「島津 家盟約 と西南諸大名 家」

慶応2年(1866)正 月、薩摩 島津家臣西郷 と長州毛利家臣木戸 との間で、両家勢力が今後 と

るべき行 動方針についての合意が形成 され た。 ここでは、そ の事態 を島津家盟約 と呼ぶ。 この

盟約 につ いては、 これ まで一般 に 〈薩長 同盟〉 と呼ば れ、 〈薩長両藩 によ る武 力討幕 をめざす

軍事 同盟〉 と評価 され る ことが多か った。 このよ うな評価 が生ず る要 因は、 「変 革主体 」成立

を検証 しよ うとす る視角 に制約 された面が強 い。 これ に対 し本章で は、従来顧み られる ことの

なか った 西郷 ・木戸交渉 の経過 を検討 しつつ、盟約 の基本的性格 と目標 に関わ って、次の諸点

を明 らか にす る とともに、背後 に広が る西南諸大名家の動向 につ いて考察 した。

盟約 の基本的性格は、島津家が慶応2年 正月時点で新 た に決定 した行動方針 を、毛利家側 に

公開 し、そ の実行 を確約 した もので ある。それは、双務 的な契約関係 を定めた近代 的国際協 約

(同 盟)に あた る性格 を持たな い。そのよ うな盟約の 目標 は、天皇 に向けた 「周旋尽 力」 によ
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り、毛利家 当主父子の官位復 旧を実現 させ る ことで ある。 毛利家が 「朝敵」 とされ、徳川将軍

家が征伐 をめざす 限 り、 内乱 の危機 が生 じるが、島津家はそ の危機 を回避 し、最終 的 には国内

統 合の実現 を展望 しつつ、 このよ うな行動方針 を決定 した ので ある。 また、西南諸 大名家 にお

いて も、 内乱 の危機 に対処 しよう とす る相互提携的な行 動が見 られ るが、それ らは危機 打開 に

向けた具体 的方策や展望 を必ず しも持たなか った。そのなか にあ って島津家は、 当面の具体策

として毛利家 に対 し、そ の政治 的復権 に向けた周旋の実行 を約束 したのである。

第3章 「慶応期の 内政 と外交」

慶応元年(1865)9月 、将軍 は長州再征 の勅許 を得 るが、それ は必ず しも再征 の即時実行 を狙

いとせず、長州処分合議 とい う諸大名家側 の構想 を封 じ込 める効果 を持 った。 しか し、諸大名

家はすで に将軍による諸大 名家統 合権 を認 めよ うとせず、 なかで も島津家 は、 同年10月 通商条

約勅許 問題の発 生 に際 して、 外交権 の将軍 か ら天皇へ の移管 を中心 とす る政体構想 を具体化 さ

せ る。その過程 で課題 とされ ていたのは、諸大名家 の意志 を国家 レベル政策決定に機構的 に組

み込むための構造 的な改革 の方 向である。そ の動 きは、やがて慶応2年12月 徳 川慶喜への将軍

宣 下 と孝明天皇死去 の後、翌3年5月 、島津家 の主導によ る四侯会議 の開催 へ と展開する。 本

章 では、 このような視角 を踏 まえ、条約勅許か ら四侯 会議 に至 る慶応期の政治過程 について考

察 した。

慶応2年6月 、第2次 征長 戦 の開戦後、7月20日 将軍 家茂死去 を受 けて松平 春嶽 は、慶喜 に

対 し、徳川家か ら天皇への政権返上 と諸大名合議による国政運営 を提案するが、慶喜 は結局 こ

れ を拒否 し、同年12月 将軍職 に就 いた。それは、権 力基盤 を基本 的に徳 川宗家 のみ に置 く点で、

14代 まで の徳川将軍 とは異質な権 力であ り、孝明天皇死去(12月25日)後 、徳川宗家 は天皇家

と並立 し、最終的 には これを凌駕 する 自立路線 をめざす よ うになった。 これ に対 して 島津家 は

慶応3年5月 、兵庫 開港 ・長州処分 問題 を争点 とし、 島津久光 ら四侯 による慶喜 との折衝 を通

じて、将軍職廃 止および 国家主権 の天皇 家への統合 と、そ の諸大名 「公議」 によ る運営体制の

実現 をめざすが、諸大名合議 と将軍 に対す る折衝 という方式 の限界 にあって失敗 した。 これ を

契機 として、 島津 ・毛利両家勢 力は、徳川方 に向 けた武力行使計画 を具体化 させるのである。

第rv部 「王政復古の政治過程」

第1章 「武力行使計画 と12月9日 政変」

慶応3年(1867)5月24日 、兵庫 開港 ・長州処分 の同時勅許 は、四侯会 議の失敗 を確 定づ け

た。 これ を踏 まえ、島津家は翌25日 、 状況打開のため毛利家 とともに武 力を行使す る計画 を策

定 した。その動きは、政治状況 の変化 に伴 った曲折 を経て、12月9日 王政復古政変 に帰着す る。

本章は、以上の経過 について、未公刊1次 史料 の豊富な発掘 を踏 まえなが ら、研究史上は じめ

て具体 的に論証 したものである。

薩摩 島津 家は、武 力行使 に基づ く皇居封鎖 と天皇家審議誘導 による毛利家当主父子官位 復 旧

を当面 の 目標 と した 〈皇 居封鎖〉計画 を策 定 し(5月25日)、 長州毛利家 に対 する協 同要 請 を

予定 した。 しか し、薩摩 は6月 下旬土佐 山内家か らの提案 に基づ き、土佐 と盟約を結 び(7月

2日)、 慶 喜 に対す る将 軍職辞任建 白を計画す るに至 ったが、土佐側 内部の動揺 に伴 い、8月 半

ば には徳川宗家へ の襲撃 を含む 〈挙兵政変〉計画を立案 し、 長州の了解 を得 た。そ の後、 土佐

が奉還建 白か ら将軍辞職条項 を削除す ることが明 らかになった時点で、薩摩 は土佐 との提携 を
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断ち(9月9日)、 長州お よび芸州浅野家 とともに天皇家 内部 の制度改革を含む 〈3藩 協 同出兵〉

計画 を立 てた。 ところが、薩摩 出兵 の遅れ によ り、 その実行 時期 は延期 され、 また慶喜 による

政権奉還 上表提 出(10月14日)に よ って 〈3藩 協 同出兵〉 計画 の 目的が先取 り的に実現 された

こ とか ら、その計画 を大 幅修 正 した形 で 「王 政復 古」 政変が 実行 され た(12月9日)。 そ の政

変 の内容 は、天皇家 内部の制度改革 を実現 したものであるが、 それ と表裏をなす べき旧将軍 慶

喜以下 の政治的抹殺 を実行す るため、島津家の挑発 によ り武 力衝 突が引き起 こされ る結果(正

月3日)を 見た のである。

第2章 「大名家の廃止 と藩の制度化 一明治2年6月 の改革 一」

慶応3年12月9日 政変 とそれに続 く鳥羽 ・伏見戦争 の勝利 とによって、みず か らの基盤 を確

保 した王政復古政府は、 天皇親裁体 制の もと諸大名 を 「藩屏」 として並列 的に編成す る一方、

諸大名家 政治 勢力 の意志で ある 「公 論」 を国家意志 にまで 集約す るため、 「衆 議」 システム と

して構造化する ことを課題 としていた。 その具体的な制度化 の過程 は、徳川将軍家 のもと、家

格 に基 づいて統合 されて いた諸大名 「家」 を、天皇政府 の もと、 「藩」 として一元 的に編成す

る形態 をとって現れ る。 その制度 的な帰着点は、大名家 を藩 に切 り替 える改革 として の明治2

年6月 「版 籍奉還」 であった。 本章では、 このよ うな視角 に立 って、慶応4年(1868)初 か ら

明治2年6月 までの政治 過程 について概観 し、本論文 の結び と した。

慶応4年2月 以 降、政府 は徴士 ・貢士制度 を設け、公論 の衆議 システム化 を図るとともに、

閏4月21日 政体書 を公布 して、 「藩」を府県 と並ぶ太政 官政府 の地方官制 に位置付 けた。 これ

と並 んで大 名家か ら政府 に、 旧将軍:家発給 の領知判物等が提 出された。 この府藩県三治一致 の

方 向性は 明治元 年10月28日 、 「藩治 職制」公布 によって、 さ らに明確化す る。 これ らの措 置 に

よって大 名家政 と藩制 との分離が進展 したが、それ を制度的 に確定す る施策が版籍奉還であ っ

た。 明治2年 正 月、毛利 ・島津 ・鍋 島 ・山内、4大 名家当主 によ り、版籍奉還上表が提出され、

天皇 は6月 これ を勅許 した。約270家 の大名家当主は、領 知権 保障 を喪失 した地方官 「知藩 事」に

任 じられ、 同時 に旧大名家 臣はすべて 「士族」 とされた。 大名家 は、 ここに廃止されたので あ

る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文は、〈重層言語〉 とく国家形成〉 という視角 に立 って、 嘉永7年(1854)の 和親条約

調 印か ら明治2年(1869)の 版 籍奉還 に至る、 明治維新 の政治過程 につ いて考察 した もので あ

る。序 と本論4部10章 か ら構成 され る。

序では、従来の明治維新研究 への批判 を踏 まえて研究視角 と課題 を提示す る。明治維新研究

は ロシア革命 に触発 されて1920年 代 に開始 されたが、論者 は、それ は革命戦略論 としてで あ り、

そ の時点 での専制的天皇 制国家 と、そ のも とでの国民 の諸権利 を抑圧す る社会構造 とを発生論

的観点か ら認識す る ことを課題 とし、それゆ え維新 によ って成立 した国家権力 の性格規定 と、

そ の権 力を成立 させた変革主体 の形成過程の究明 に焦点が 当て られ ることになった、 と総括す

る。そ して、その問題関心 は戦後 の民主変革 を課題 とした1960年 代 に至 るまで 引き継がれたが、

高度 経済成 長 に伴 って現実 の課題意 識が薄れ る とともに議論 と して の説得 力を失 った、 とす
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る。そ のうえで、従来の政治主義的維新論か ら脱却 して新たな維新像 を構築す るため には、漢

語 をベース とした伝統 的な東 アジアの認識体 系 に西 欧の言語 をベー ス とす る認識 体系 がかぶ

さった、19世 紀特有の重層言語 を読 み解 いて歴史事象 を認識 しな ければな らない ことを説 き、

それ を踏 まえて明治維新の政治過程 を近代国家形成史 の視角か ら考察す る、 という課題 を設定

す る。

第1部 「歴史認識 と言語」

第1章 「明治維新の史学 史一 『絶対主義』 と 『変革 主体 』一 」では、1920年 代か ら60年

代 にか けての明治維新研究 を、 その中心 的な課題であ った 「絶対主義」成立 と 「変革主体」形

成 というテーマ を軸に、 背景 としての時 代状況 を踏 まえなが ら整理 し、今後の展望 を示す。

第2章 「和親 ・通商 ・擁夷一19世 紀東 アジアの言語 として一 」は、和親 ・通商 ・擁夷 と

い った諸言語 が、 あ くまで も19世 紀 時点で の東ア ジア言語 で あった ことを踏 まえ、嘉 永7年

(1854)の 和親条約調 印か ら、安政5年(1858)の 修好 通商条約調 印 を経て文久3年(1863)

奉勅擁夷方針の決定に至 る歴史過程 を主対象 に、認識論 レベルで考察 した もの。言語 自体の歴

史的吟味 を通 じて、両条約 とそれをめ ぐる政治動向 についての従来 の理解 を一新 した画期的な

論考である。

第H部 「長州 毛利 家の政治 的基礎構造」

第1章 「元治の内乱をめ ぐる政治状況」では、元治元年(1864)7月 、禁門の変 で敗れ、天皇

か ら官位停 止を受けて朝敵 となった毛利家 内部での、徳川将軍家 の長州征討への対 処方針 につ

いての政庁 と奇兵 隊以下 の諸 隊の対立抗争 をめ ぐる政治状況 を、征長総督府な らびに対毛利家

周旋 に当たった薩摩 島津家 ・筑 前黒 田家 の活動 に留意 しつつ、国家 レベルの問題 として検 討す

る。

第2章'「 元 治 の内乱 と諸 隊の動 向」では、元治 の内乱 にお ける諸 隊の瀬戸 内沿岸地域 を中

心 とする活 動を考察対象 とし、諸隊 と庄屋 ・村落指導者層 との提携成立 による変革主体 として

の討幕派 の形成 と評価 されて きた事態 を、宰判勘場(代 官所)以 下 の村落行政機構 の武力 占領

とと らえ、 旧説を批判す る。

第3章 「慶応 期の諸隊組織 と毛利家 内部体 制」で は、元 治 の内乱か ら戊辰 戦争開戦 までの

慶応期(1865～67年)を 対 象に、諸隊 の組織 のあ り方 を軍事 を中心 とす る毛利家 内部体 制 との

関係 に留意 しつつ分析す る。本論考 は、従来、諸隊にっいては変革主体 としての討幕 派成 立論

の観点か ら研究がな され、諸隊 の組織実態 の解明がな されていない ことに鑑み、そ の分析 を通

して、諸隊がもつ基本的意義、すなわ ちそ の存在が引き起 こす、慶応期毛利家内部の矛盾 を抱

えたあ り方 をと らえようとした もので ある。

第 皿:部 「大名合議構想 の展 開」

第1章 「征長 と将軍進発」で は、慶応元年(1865)4月 の将 軍進発令(長 州再征令)に つい

て、 この時点で発令 された経緯 を、禁裏守衛総督一 橋慶喜 ・京都 守護職会津容保 ・京都所 司代

桑名定敬、征長総督尾張慶勝、朝廷、老 中 らの思惑の絡み合い に焦点 を当てて分析 し、進発 の

実 態は上坂で あ り、将軍 ・老 中以下徳川家 中枢部の大坂駐 屯 と評 価すべき事態 であった、 とす

る。

第2章 「島津 家盟約 と西南 諸大名家」は、 これ まで〈薩 長 同盟〉 と呼ば れ、薩 長両藩 によ

る武 力討幕 をめざす軍事 同盟 と評価 され てきた、慶応2年(1866)正 月の島津家 と毛利家 の盟

約 を、 島津家が この時点で新た に決定 した行動方針 を毛利家側 に公開 し、そ の実行 を確約 した
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もので、 双務 的な契約 関係 を定 めた近代的国際協約(同 盟)に あたる性格 をもたな いと して、

定説 を覆 した刮 目すべ き論考で ある。論者は、毛利家が 「朝敵」 とされ、徳 川将軍家が討伐 を

めざす 限 り、 内乱 の危機 が生 じ、 国家 の存続 を危 うくす る と憂慮 した島津家が、毛利家 に対 し

当主父子 の官位復 旧を天皇 に周旋す ることを約束 した もの、 と この盟約 を理解す る。

第3章 「慶応期 の内政 と外交」で は、慶応元年(1865)10月 の通商条約勅許か ら、同3年5

月の島津久光 ・越前松平春嶽 ・宇和島伊達宗城 ・土佐 山内容堂 の四侯会議失敗 を経て、島津 ・

毛利両勢 力による武 力討幕へ と展 開す る、内政 と外交 をめ ぐる政治過程 を考察 し、 この過程 に

お いて、大 名家 を単位 とす る諸政治勢力の問で模 索 されて いた のは、国家 レベルの政策決定 シ

ステムの構造的な改革 の方 向で あった、 とす る。

第IV部 「王政復古 の政治過程」

第1章 「武力行使計画 と12月9日 政変」は、慶 応3年(1867)5月 の兵庫 開港 と長州寛大処

分 の同時勅許 による四侯会議失敗以降、12月9日 の王政復古政変 に至 る政治 過程 を、新た に発

掘 した豊富な未刊行一次史料 の分析 によって、研 究史上初めて具体的 に論証 した もので ある。

第2章 「大名家 の廃止 と藩 の制度化一 明治2年6月 の改革一 」では、慶応4年(1868)

初か ら明治2年6月 の版籍奉還 に至 る政治過程を概 観 し、結び とす る。王政復古政府は、天皇

親裁体制の もとで諸大名 を 「藩屏」 として並列 的に編成 す る一方、諸大名家勢力の意志であ る

「公論」 を国家意志 に集約 す るため、 「衆議」システム として構造化す る ことを課題 とし、そ

の制度的帰結が版籍奉 還であ った、 と論者は解す る。

以上のよ うに、本論文は、従来の政治主義的明治維新論 に対す る批判 に立って、19世 紀 日本

に特有の言語の意味を理解 した うえで史料を綿 密に読 み解 き、明治維新の政 治過程 をまった く

新た に書き替えた、画期的な研究であ り、すでに学界において高 い評価 を得 ている。 新たな 明

治維新研 究の出発点 とな ることは疑いな く、斯界 の学 問的発展 に寄与する ところ大 なる ものが

あ る。

よ って、本論文 の提 出者は、 博士(文 学)の 学位 を授 与される に十分な視 角を有す る もの と

認め られ る。
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